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は じ め に

地方臼治法の改正により､議員が調査研究活動を行うための必要な経費の

一部として政務調査費が交付されることとなり､本県においても､県議会の

各会派に対 して政務調査費が交付されているところです｡

この政務調査費は､議員が調査研究活動を実施する i二で無くてほならない

効に使われているのかわからないo｣といった声が寄せられていたことも事

実ですo

そこで､県議会としましては､平成 15年度分の政務調査費から､全国に

先がけ､徴収書を含むすべての証拠書類を公開しているところですが､更に､

政務調査費のより厳正な取り扱いを期するため､ ｢政務調査費マニュアル｣

の策定を議会運営委員会検討会議に諮問したところであります｡

この度､策定されたマニュアルは､県議会の各会派が政務調査費を使用す

るにあたって､会派自らが判断するための指針とするものであり､これによ

り､政務調査費の使途の明確さと透明性が更に高められることとなり､この

点において､長野県議会は全国の トップランナ-になったと自負していると

ころですO

大変お忙しい中､幾度となく会議を重ね られ､マニュアルの策定にご尽力

をいただいた､検討会議の平野座長さんをはじめとした委員の皆様に対しま

して感謝を申し上二げるとともに､このマニュアルの策定を 一つの契機とし

て､議員各位が､より ･層活発な調査研究活動を実施され､その成果が長野

県の発展に寄与することを心から願うものであります｡

平成 16年8月 11日

長野県議会議長

吉 田 芙 土
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三 政務調査費の使途基準

l 基本梅毒†

政務調査費は､地方 自治法第 日)0条第 14項 ･第 15項及び政務調査費の交付に関

する条例 (以 F｢条例｣というO)の規定に選づき､長野県議会議員 (以 ド ｢議員｣と

したがって､交付された政務調査費は､調査研究活動に変する経費に対 して適切に充

当されるべきや)のである｡

また､長野県においては､条例の規定によ り､政務調査費が長野県議会における会派

(以 下 ｢会派｣ というD)に対 して交付されていることか ら､政務調査費を充当するこ

とができる調査研究活動は､会派が行 う調蛮研究活動であるO

このことか ら､会派として実施する調査研究活動を具体的に決定 した 上で､会派の調

査研究活動を会派に所属する議員が分担 して行う場合に限 り､個々の議員が実施する調

査研究活動へ草)政務調査費を充当することができるものとするO

2 使途項 目

項 套=:-i 内 容

調査研究看守 会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経要せ

(調査委託費､交通費､宿泊費 等)

研 修 狩 会派が行う研修会､講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会､誠i'L:J言会等への所)郎凝員及び会派の雇用する職員の参加に要する

経録

(会場費 b稚材借り上げ費､講師謝金､会費､交通費､宿泊費 等)

会 議 室や 会派における各村会議に要する経字皆

(会場草 .機材借 り上げ費､資料印刷費 等)

資料作成斡 会派が議会涛議に必要な染料を作成するために要する経費

(印刷 .製本費､原稿料 等)

染料購入費 会派が行う調査研究のために必要な図書 .資料等の購入に要する裾宴蟹

(書籍購入代､新聞雑誌購読料 等)

広 報 費 会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報情動に要する経費

(広報紙 一報告書等印刷費､送料､通信費 等)

事 務 斐 会派が行う調査研究に係るコ.=lSh務遂行に必要な経費

(事務用品 .備品購入費､通信費､事務所借上料 .管理運営費 等)

人 件 費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費

【条例施行規程第3条 (別表〕】



3 政務調査費の充当が不適 当な経費 (参考事例)

(1)政党活動経費

･党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費

･政党活動､県連活動に変する経費

･政党の広報紙､パンフレット､ビラ等の印刷及び発送等に姿する経費

･政党組織の事務所の設置及び維持に変する経費 (人件費を含む)

(2)選挙活動経費

･選挙運動及び選挙活動に要する経費

･衆 ｡参議院選挙などでの各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ作成等に要する経費

(3)後援会活動経費

･後援会活動に要する経費

･後援会の広報紙､パンフレット､ビラ等の印刷及び発送等に要する経費

･後援会事務所の設置及び維持に要する経費 (人件費を含む)

･後援会主催の ｢県政報告会｣等の開催に要する経費

(4)私的経費

･香典､祝金､寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費

･病気見舞い､磯別､中元 ･歳者､電報､年賀状の購入 ･印刷等の儀礼に要する経窒染

･檀家総代会､報恩講､宮参り等の宗教活動に要する経費

･観光､レクリエーション､私的な旅行等に要する礎費

･親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に斐す

る経費

･議員が他のは体の役職を兼ねていて､その団体の理事会､役員会及び総会等への妊Ji

席に要する経'Ft

･個人の立場で加入している団体などに対する会費等の経宮守

(町内会韓､公民館韓､pTA全銀､婦人会費､スポ-ツクラブ会費､商T_会館､
同窓会'lii､及び老人クラブ会宮守等で､議員個人に本来帰偶する会jji)

(5)その他適当でない経費

･挨拶､会食やテ-プカットだけの出席に要する総室寒

(JA､土地改良区､森林組合の総会及び出初め式等の挨拶だけの出席)

(町内会､老人クラブ､婦人会の新年会等の会食だけの出席)

(起工式､竣 工式等への出席)

･事務所や自動車の購入及び維持 ･修理に要する経費

･社会通念 ヒ妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

(公職選挙法第 199条の2 [公職の候補者等の寄付禁止]等)

･調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費

(冷蔵庫､美術品､衣服等)

･団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合､その団体に対して納める年会費

月会費等の経費

2



Ⅱ 使途基準の運用指針

1 実費弁償の原則

調査研究活動は会派 (議員)の自発的な意思に基づき行なわれるものであることから､

政務調査費は､社会通念 ヒ妥当な範囲のものであることを前提とした 上で､調査研究に

要した費用の実費に充当 (実費弁償)することを原則とするC

ただし､調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費 (燃料代)及び宿泊した

際の食卓料については､実費の把握が困難であること等から､一定の基準 (定額)で充

当するものとする0

2 按分にあたっての指針

会派 (議員)活動は.議会活動､政党活動､選挙活動等と多彩であり､ 一つの活動が

調査研究活動と他の活動の両面を有し､滞然 一体となっていることが通例である｡

このことから､活動に要した'籍用の全額に政務調査費を充当することが不適当な場合

にあっては､各活動の実績に応じた按分により充当することとし､按分U)基準は以 Fの

とおりとする｡

(l)顔分を要する項目

政務調査費を条例施行規程第 3条別表に掲げる項Ej (I)] ｢2使途項目｣)のうち､

事務費及び人件錐に充当する場合で､調査研究活動とそれ以外の活動に係る継室守とを明

確に区分し難い場合にあっては､時間割合その他合理的な方法により按分して充当する

ものとするO

なお､必要な場合には､その他の項目についても実態に応じ.按分して充当するもの

とするC

(2)按分割合の上限

事務柴 (専ら調査研究活動のために使用される事務所池びに事務機器に係る経費を除

くC)及び人件斡 (専ら調査研究業務のために雇用した職員及び勤務実績表等により銅

盤研究業務と他の業務に従事した実態が明確に区分できる職員に係る人件費を除くC)

の按分については､2分の 1を L限とするO

(3)言正拠書類への記載

按分により政務調査費を充当する場合には､按分率の積算根拠を明確にするとともに､

領収書その他の証拠書類に､按分の割合及び当該按分の割合に基づく政務調査費の支出

額を付記するものとする｡



3 項 目別充 当指針

項 目 使 途 基 準(規程策3条) 対 象 経 費 (例 ) 遅 糊 指 針

調査 研究費 会派が行 う県◆調査委託費 1 交通費.宿泊費

の事務及び地方◆交通費 本会議及び委員会活動に係る交通費 .宿泊費

行財政に関する ･鉄道 は､公費で費用弁償され､会派 (議員)の調査

調査研究並びに ･バス 研究活動に係る交通費 .宿泊費は､政務調査費
調査委託に要す ･タクシー が充当されることか ら､政務調査費の充当にあ

る経費 ･航空機 たっては､公費出張 との均衡を図るため､県の

･自家用車 旅費規程を準用するものとするO
･高速道路料金 なお､範収書の徴収が可能な ものについて

･駐車場代 は､極力1徴収害を徹して証拠書類に添付する

◆宿泊費 とともに､調査研究活動に係るものであることを明らかにするため､会議等の開催通知や調査依頼文､日程表並びに視察報告書等を整理 して保管しておく必要がある¢(1)交通費への充当ア JR､私鉄､バス､地下鉄- 実費充当* 領収書は不要だが､旅行代理店を通じて手配 した場合等で徴収苦が徹せるものは､写 しを収支報告書に添付する必要があるCイ 高速バス - 実費充当* 徴収害は不要ウ タクシー -+ 実費充当* 領収書を徴し､写 しを収支報許雷に添付する必要があるウニ 航空機 - 実費充当や 航空運賃が記椛された航空券の写し又は旅行代理店等の額収書の写しを収支報告苔に添付するほか､搭乗券の 半券の写 し等も添付する必要があるrJオ 自家用車 - 1km当た り30円で計算 して充当 (燃料代相当)【1km未満切捨て】* 簡収書は不要力 高速道路料金 - 実費充当* 原則 として敏収告を徴 し､写 しを収支報告書に添付す る必 要が あるが､自宅か ら県庁までの経路の高速道路料金に限 り､徴収書の写しの添付を省略することができる〇キ 馬主車場料金 - 実費充当* 宗則文書を徹 し､写しを収支報-'E3,:吾に添付する必要がある〇



頃 日 使 途 基 準(規程第 3条) 対 象 経 費 (例 ) 運 用 指 針

(調査研究費) ｢- タクシー代金等 ′- ----一一- - - -,I: タクシー代金への政務調査費の充当は､調 暮底 研究活動にあたって､他に利用できる公共;;交通機関がないか進行本数が少ない場合､緊;:急の場合等､タクシーを利用する合那 勺な理 :･由がある場合に充当できるや.)のとする〇 4; 特に､飲食を伴う会合にlf士傭 した際の夕ク;:シー代金 (特別な事情により運行代行を利用 ;:した場合の代金を含むC)については､社会 ;;通念 上妥当な範桝のものであることを前提と;fした上で､会合自体が実質的な意見交換を中li心としたもU:)であり､飲食が調査研究活動と;;しての会合と-一体性を持っている場合に限り.';充当できるものとするc i' したがって､親睦又は飲食を~-主三たる目的と::Lた会合に出席した場合には充当できないも ■:のとするC :l ll ll 】l l

(2)宿泊費への充当ア 宿泊料金 -素泊まり代､冷暖房費､サービス料､消費税､入湯税等の宿泊に要する実費に充当できるが.14,800円を上限とするOただし､会議等の主催者から示された日程等により他の宿泊施設を利用することができない場合等で､宿泊料のと限額 (14.800｢∫′3)では調査研究活動に支障が生ずる場合には､上限鰯に拘わらず充当することができるものとする〇* 明緋のわかる領収書を徴し､写しを収支絹告苦に添付する必要があるOイ 食卓料 - 定額3,000円〔内訳 =姦悪琵 2, と呂謂 〕* 徴収書は不要.- 料金明細がない場合の宿泊費 一一 一｢l 】:'朝雲笠宗U='諾志料金(朝食料込みの ;; 宿泊料-900抑 +食卓料3.000円 ::.夕食込みの場合 :; 充当票諸 誓 荒o(岩禦 諾 宗宗湖 晶-..夕食及び朝食込みLrj場合 FE: 充当額-宿泊料金(夕食 .朝食込みUj ;; 宿泊料-3､000円)+食卓料3ゝ000円 :



項 目 使 途 基 準(規程第 3条) 対 象 経 費 (例 ) 適 用 指 針

(調査研究費) ｢- 長野市内に宿泊した場合の宿泊費 --1: 議員会館に宿泊した場合は､議員会館U.)酎:泊料金に政務調査費を充当することとなるこ:は から､長野市内において､議員会館以外の .圃 自施設を利用した場合にあつても､議員会 :.漂 雪ぎ納 相当額を限度として充当することと;f凍 .,1.0｡OO｡Fri,).rk 卵-鵜 ("Orl" 書:*会議会場となった掛 目施設に宿泊しなけれ :;ばならない特別な矧 壬はミある場合等にあって .:は､通常の宿泊費への充当の例によることが ::できるものとするで ;

2 会費飲食を伴う会合の会費や議員の経営者としての資格等､個人的資格要件で加入している団体の会費 (その団体の会合への参加費)には､政務調査費を充当しないものとするこ

研 修 費 会派が行う研 ◆会場費 1 会費

健全､講演会等 ◆機材借上_Lf哲 研修会､講演会等の参加費用としての会費

の実施に必要な経要哲並びに他団 ◆講師謝金◆言那市銀相弁償 に､政務調査室哲を充当するものとする〇

体が開催する研修会､減演会等 ◆会婆や◆交通費 2 交通費.宿泊費

への所鳳議員及び会派の雇用す ･鉄道･バス 調査研究ぜffと同様

る職員の参加に ･タクシー ㍗-一 議員研修会への充当について - - 1

要する経費 ･航空機･自家用車 : 会派が共同で開催する議員研修会につい …
･高速道路料金 :ても､会場軌 機材借上軌 講師謝金､純 '
･駐車場代 牌機 柑弁鰍等の諸経掛 こついて､政務調査 :

◆宿泊費 ;費を充当できるものとするC :

会 議 費 会派における ◆会場膏を 1 食糧費

各種会議に要す ◆機材借上費 会議等における食桜宮Ifに政務調査4-哲を充当す
る経望蟹 ◆資料印刷費 る場合にあつては､公職選挙法の制限に抵触し

◆食糊'弾 ないこと及び社会通念 上二妥当な範囲のものであ
◆交通費 ることを前提とした.Lで､食巧さlilを鱒の支出自体が

･バスータクシー 場合に限って充当できるものとするC

･自家用車 (1)政務調査費を充当できる経費

･高速道路料金 調査研 究活 動 と して 開催 され る岸



項 目 使 途 基 準(規程第 3条) 対 象 鮮 幾 (例 ) 運 用 指 針

(会 議 費 ) ･ 調査研究活動として開催される会合における､茶 .茶菓等の経費 (識者を隣んでの意見交換会等で会派として開催するものに限るO)(2)政務調査費の充当が不適当な経費･ 会派や議員間での懇談 .懇親を目的とした会合に要する経費･ 飲酒を伴う会合に要する経費r- 公職選挙法上の制限 一一- -- 1: 意見交換会への参加者等に食事､飲食を ;:提供する場合にあつては､当該意見交換会 ;漂 孟志望bq,{遠望芸荒淫芸詣 霊 宝壷苧装 ;:食の提供は公職選挙法で禁止されている ;:｢寄付｣にあたる,J ;: ただし､湯茶及びこれに伴い通常用し､ら ;;宝:?l警 の茶菓を緋 することは差 し支え :I;〔公職選挙法第 199条の2】 ::【公職選挙法第 199条の5】 :l l2 交通費.宿泊費調査研究費と同様

資 料 作 成費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する縫費 ◆印刷 ー製本 費◆原稿料◆翻訳料

資 料 購入 費 会派がf==fう嗣 ◆書 籍鵬入 代 *書籍購入代

餐研究のために◆新 聞雑誌 購読 料 書籍を購入した場合は､範収書等に購入し
必要な図-.Ji:.栄 た壬li:結名を記概するか､当該=i--!=言=籍の表紙の写

料等糊料人に要する綻碧を Lを添付する必要がある〇

広 報 費 会派が行う議 ◆広報紙印刷費 会派 (議員)が行 う広報には､その内容から
会活動及び県政◆報告書等印刷費 大別すれば､.‡)住民の意見を聴取することを目
に関する政策等◆広報紙等送料 的とするもの､②議会活動の成果等を報告する
の広報活動に姿◆新聞折込代 ものの2種類と考えられるが､調査研究活動と
する経費 ◆ホームページ関連 いう観点か らは､政務調査費を充当する広報

経費 は､住民の意見を議会活動に反映させることを

◆通信費◆報告会の会場借 上料 .設営費 目的としたものである必要があるぐ1 広報紙印刷費.送料.新聞折込代

◆交通費 後援会等 と共同 して発行する広報紙の印刷
･鉄道 費 一送料 .新関折込代に政務調査費を充当する
･バス 場合には､按分 して充当する必要がある〇
･夕クシ- また､広報紙が調査研究活動の-..一環 として発
･日豪鳳車 行されるものであれば､配付先に拘わ らず､政



項 目 使 途 基 準(規程第3粂) 対 象 経 費 (例 ) 運 用 指 針

(広 報 費 ) 2 ホームページ関連経費ホ-ムぺ-ジの作成 .管理に係る経費 (会派本部が専ら調査研究のために作成 一管理するものを除く〇)については､2分の lを上限とし適切に按分して政務調査費を充当するものとするe3 交通費調査研究費と同様

事 務 費 会派が行う調 ◆事務用品購入費 1 事務用品購入費

査研究に係る事務遂行に必要な経費 ◆備品購入費◆事務機器等のリ-ス料◆通信費◆事務所借 ヒ料 後援会と兼ねた事務所及び後援会と兼ねた自宅発事務所において使用する事務用品については､2分の 1_を上限とし適切に按分 して政務調査費を充当するものとするe



項 卜1 使 途 基 準(規程第 3灸)対 象 経 費 (例 ) 逆 用 指 針



川 = 使 途 基 準(規程第 3条)対 象 経 費 (例 ) 運 用 指 針

]()



項 目 使 途 基 準(規程弟3粂) 対 象 縫 費 (帆 ) 運 用 指 針

(:.事 務 費 ) ウ 住居等を兼ねた事務所の電話料金に係る按分率調査研究用務(ノゝ%)調査 議員 政党 . その他 F=1常研究 十 用務 十 政治 + 用務 +. 生活用務 (f3%) 団体 (D%) 用務(A%) 用務 (Ⅰ二%)(C % )(4)事務所経費への充当限度額事務所の形態に応 じた費i;.粥りの政務調査費充当限度額 (按分率の打切 り上限)の基準を以下のとおりとするご

事跡軒の形態 幾 日

(事務所が兼ねる- 光熱費 露 悪 志完芸 賃借料

警荒笠露語軌 全 額 全 額 全 額 全 額

調査研究活動'本務所+政治紺体 1/2 1/2 1/2 1/2事務所

調査研究活勤事務所 1/2 1/2 -+佳居等

人 件 婆哲 会派が行う調 ◆給料 .手当 調査研究活動の補助業務のために雇用した職
査研究を補助す ◆社会保険料 員の人件望削こは､調査研究活動の補助業務に従
る職員を雇用す ◆賃金 事している実態により政務調査幾を充当するこ

る経費 とができるものであるOなお､事務所職員を調査研究活動の補助業務に従事させている場合等で､調査研究活動の補助業務とそれ以外の業務とを兼ねて従事 している職員の人件費に政務調査費を充当する場合にあつては､勤務実紙蓑等に基づく勤務時間U_)実態に基づいて充当するか､調査研究業務に従事した割合 (平均時間､口数等)等で按分して充当する必要があるo

ll



項 目 使 途 基 準(規程第 3条)対 象 経 費 (例 ) 運 用 指 針

し人 件 費 ) (1)人件費按分方法勤務実績に基づき按分する際の基準例を以下のとおりとするGア 勤務実績表 (勤務日誌)に基づく按分方法政務調査 (調査研究業務)に関する ｢勤務実績表 (勤務日誌)｣等を作成し､それに基づき政務調査費を充当するD(参照 :F'39 ｢政務調餐業務勤務実航表｣)イ 業務実績 (推計)に基づく按分方法業務実績の割合 (推計)により按分率を算出し､それに基づき政務調査費を充当するO[算出式]調査研究業務(A%)調査研 議員 政党 . その他究業務 + 業務 + 政治団 + 業務(A%) は %) 体業務 (r:)%)(C%)ウ 協定書 (覚書)等に基づく按分方法事務所が政治団体 (後援会)事務所を兼ねている場合等においては､年度当初に会派 (議員)と政治団体(後援会)との間で雇用職員の業務割合についての協定書 (覚讃二)を交わして､それに基づき政務調査幾を充当するC(2)人件費への充当限度額政務調査費充当限度額 (按分率の打切りヒ限)の基準を以下のとおりとするC調査研究業務専任者 -- 全額勤務実節義等により調査研究業務に従事した実績が明確な者- 実績額L記以外の者 - j/2
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項 E∃ 使 途 基 準(規程第3条) 対 象 縫 幾 (例 ) 運 用 指 針

(̂ 件 費 ) (3)人件費単価調査研究活動の補助業務に雇用する職員については､会派 (議員)により､その実態が大きく異なることから､政務調査費を充当する際に基準となる賃金単価等を設定することは困難であるOなお､参考までに､県において雇用されている職員の状況については次のとお りであるご(平成 2.1年度単価)

区 分 非- 職員賃金 誌政事務嘱託員酬

月 額 114,｡00円 151,5｡叩〕(2°口)

托 時宗 5-.700円 7,575Ftj

時給換算 710円 950円

*上記単価には通勤手当相当額を含まないC

:一 議員親族の雇用 - … … - - 1: 議員の親族を政務調査活動補助職員とし ;;諾 望畠主祭等ぎ習票等嘉雪等芸票子とは､ :; ただし､親族が那査研究活動に関して専 :閏 的知識がある場合など､親族を雇用する ;:特別な理由があり､社会通念上妥当どfrj断 ;■される雇用形態を有している場合に限り､ ;故 務調剤 陀 充当することができるものと :け るC 'l ll ll l
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Ⅲ 会計処理

1 会計帳簿等の整理保管

会派の政務調査費経理責任者は､政務調査費による支出について､会計帳簿を調製し､

その内訳を明確にするとともに､証拠書類等を整理保管 し､これらの書類を5年間保存

しなければならないとされている｡ (条例施行規程第 5条)

したがって､会派が解散等により消滅した場合にあっても､保存を義務付けられてい

る経理責任者が､保存期間が経過するまで証拠1箸類等を保存しなければならないもので

あること｡

2 証拠書類の整備

(1)領収書等

支出を証明する書類として､額収吾､受嶺書､振込受額書その他これに類する書類

を徴するものとするC

(2)支出証明書

簡収吾等が取得できない場合にあっては, ｢政務調査焚支出証明書｣を整備するも

のとする｡ (参照 :P37 ｢政務調査費支出証明書｣)

ただし､交通費等で証拠書の添付が不要とされているものは､この限りでない｡

(参照 ･1'4･5｢調査研究費の運用指針 『1交通照･宿泊幾』｣)

3 会計帳簿類の整備

会計帳簿類の種類や様式についての規定はないが､整備することが望ましい会計帳手薄

類は下記のとおりである｡

･ 政務調査錐出納絡 (参照 .P27｢政務調査輿出納終｣)

･ 政務.弼査'Ff集計表 (参照 :P29｢政務調査'絆集計表｣)

湘査研究活動記録票 (参照 :∫)3,]I3ニ3｢湘査研究活動記録崇j)

4 政務調査費の返遠

交付を受けた政務訓在室蟹の総額より使途基準に従って行った支lLHの総額が ド【Lr3]った場

合には､政務調査緒に ｢残余｣が/i:_じたこととなり､その額を返還することとなってい

るC (条例第 1j条)

なお､ F記の支出についても ｢残余｣と見なされるため､留意することo

･ 収支報告書に株付された領収書等U)写しの内容から､使途基準に従っていないと

判断される支出

･ 収支報告書に領収書等の写しが添付されていないため､使途基準に従っているか

どうかの判断ができない支lLHl

14



Ⅳ 収支報告書等の閲覧(情報公開)

1 収支報告書等の閲覧制度

議長に提出された収支報Jii子吉と証拠書類の写しは､長野県情報公開条例に基づく公開

請求の手続きを経ることなく､誰でも閲覧できる辛)のとされている｡

(条例第 ]2条第 2項)

2 非公開情報

証拠書類の写しに､長野県情報公開条例第 7条第 2賢を又は第 3号に規定する情報その

他議長が定める情報が記録されているときは､この情報部分を除き閲覧に供することと

されているG (条例第 12条第 3項)

(1)情報公開条例第 7条第 2号 ･3号の規定による非公開情報

ア 特定の個人が識別できる情報 (公務員の職務に関する情報は公開対象)

イ 公開することで､個人の権利権益を害するおそれがある情報

り 法人その他の団体､事業を営む個人の事業に関する情報で､公開することにより､

権利 ･利益を寮するおそれがある情報

(事例)

･意見交換の相手方氏名 ･ 磁用する職員の氏名､住所及びノ,屯話番 汚

･ 支払先の従業員氏名 ･ 支払先の取引金融機関及び日座番巧 等

(2)議長が定める非公開情報

議長が定める非公開情報は､｢会派の活動に関する情報で､公にすることにより会

派の活動に浄しい支将をおよぼすおそ才1があると認められるもa)C｣とされてお り､

具体的には､会派が洩E'Jで行う議会対策や行政をチェックするための耐食活動等に関

するものであって､会派に対するネガティブ ･キャンペーン (中傷宣伝)等に利用さ

れるおそれがある陥報であるc

Lたがって､非公開とすべき ｢会派の括軌に著しい支障をおよぼす情報Lであるか

否かは､各会派の判断を最大限に尊重した ま二で議長が決定するものとする｡

(条例施行規程第 t)条)

(事例)

･ 取得した資料 (.li籍等)0)名称

湘盃場所及び調査対象機関の各称 等

15



地 方 自 治 法

(昭和 22年 4月17日法律第 67号)

[調査権 ･刊行物の送付 ･図書室の設置等]

第 100条

⑭ 普通地方公共団体は､条例の定めるところによ り､その議会の議負

の調査研究 に資するため必要な経費の 一部 として､その議会における

会派又は議員 に対 し､政務調査費を交付することができる｡ この場令

において､当該政務調査費の交付の対象､額及び交付の方法は､条例

で定めなければな らな い｡

⑮ 前項の政務調査費の交付 を受けた会派又は議員は､条例の定めると

ころによ り､当該政務調査費に係る収 入及び支出の報告薯を議長に堤

出するものとするO
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政 務 調 査 費 の 交 付 に 関 す る 条 例

(平成13年3月26日長野県条例第25-妄‡)

(趣旨)

第 1条 この条例は､地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 100条第14項及び

第15項の規定によ り､長野県議会議員 (以 fI｢議員｣という｡)の調査研究

に資するため必要な経費の 一部として､長野県議会における会派 (以 ド ｢会

派｣という｡)に対 し､政務調査費を交付することに関 し必要な事項を定め

るものとするC

(政務調査費の交付対象)

第 2条 政務調査費は､会派 (所属議員が 1人の場合を含む｡以 F同じC)に

対 し交付するC

(政務調査費の額等)

第 3条 政務調査費の額は､月額31万lljに会派の所属議員の数を乗じて得た額

とするC

2 前項の所属議員の数は､月の初 口における所属議員の数によるC

3 議員の任期の満 (､辞職､失職､死亡若しくは除名､議員の所属会派か ら

の脱会若 しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生

じたぎ]の属する月の政務調査費の交付については､これ らの事由が生じなか

ったものとみなすG -の会派が他の会派 と合併 し､又は会派が解散した場合

も､同様 とするC

ことができない｡

(会派の届出)

第 4条 会派は､政務調査費の交付を受けようとするときは､政務調査費経理

責任者を定めるとともに､長野県議会の議長 (以 ド ｢議長｣ というD)が定

める会派結成届を議長に提出しなければならないC

2 会派は､前項の会派結成届の内容に晃動が生じたときは､議長が定める会

派翼軸届を議長に提lH-iLなけ才1ばならないD

3 会派が解散したときは､その代表者であった者は､議長が定める会派解散

届を議長に提出しなければな らないC

(会派の通知)

第 5条 議長は､前条の規定によ り会派結成届､会派異動届又は会派解散届が

提出されたときは､速やかに知事に通知 しなければならない｡

(政務調査費の交付)

第6条 知事は､ 1月から3月まで､4月から6月まで､7月から9月まで及び川

月から12月までの各区分による期間 (以 下 ｢四半期｣というo)ごとに､当該四

､半期に属する月数分の政務調査費を､当該四半期の最初Jの月の10日 (その日が長

野県の休日を定める条例 (平成ノじ年長野県条例第 57[享)第 1条第 1項第 1号又は

第 2妄封二掲げる削 こ当たるときは､その日の直前の同項第1弓･又は第2引 こ掲げ

るE]以外のE]O次項において同じO)に交付するものとするCただし､ 一の四半'･

期の途中において議員の任期が溝 fする場合は､当該四半期の巌初の月から任期
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の満 TのHの属する月までの月数分の政務調査費を交付するものとするC

2 知事は､ -の四半期の途中において､会派が結成された場合又は会派の所属議

員の数が増加した場合は､次の各巧に掲げる区分に応じ､当該各を封こ定める政務

調査費を､当該結成されたtl又は当該増加した臼の属する月の翌月 (その日が月
の初 日の場合にあっては､その月)の 10日に交付するものとする｡

(I)会派の結成 当該結成されたHの属する月の翌月 (その日が月の初日の場合

にあっては､その月)以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費

(2)会派の所属議員の数の増加 当該増加した日の属する月の翌月 (その日が月
の初日の場合にあっては､その月)以降の当該四半期に属する月数分の増加JL,

た所属議員の数に係る政務調査費

3 会派 (会派が解散した場合にあっては､その代表者であった者)は､ 一の四半

期の途中において､会派の所属議員の数が減少した場合又は会派が解散した場合

は､次の各軍に掲げる区分に応じ､当該各削 こ定める政務調査費を速やかに返還

しなければならない｡

(1)会派の所属議員の数の減少 当該減少した日の属する月の翌月 (その日が月
の初口の場合にあっては､その月)以降の当該四半期に属する日数分の減少 し

た所属議員の数に係る政務調査費

(2)会派の解散 当該解散したHの属する月の翌月 (その日が月の初Hの場合に

あっては､その月)以降の当該四半期に属する月数分の政務調査費

(政務調査費の使途)

第 7条 会派は､政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用 しなければな

･~'∴ ▲

(収支報告苦等)

第 8条 会派は､議長が定める収支報をj7-薫 (その年度において交付を受けた政

務調査費に係る収入及び支出の報告書をいう｡以 F同じC)に地方自治法第

100条第14項に規定する調査研究に関する収入又は支出であることを証する

領収 書その他の書類の写 し (次項及び第12条において ｢証拠書類の写 し｣と

いうO)を添えて､その年度の末 口か ら30日以内に議長に提711しなければな

らない0

2 会派が消滅 したときは､その代表者であった者は､収支報告書に証拠書類

の写 しを添えて､当該会派が消滅 したfJの属する月の未Hか ら30日以内に議

長に授けJ.しなければならないO

(収支報告苦の写 しの送付)

第 9条 議長は､前条の規定により収支報't主音書が提出されたときは､その写 し

を知事に送付するものとする｡

(議長の調査)

第10条 議長は､政務調査費の適 】Ⅰ三な執行を確保するため､第 8条の規定によ

り収支報告書が提出されたときは､必要に応じ調査を行 うものとするC

(政務調査費の返還)

第11条 知事は､会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額か ら､

当該会派がその年度において行った政務調査費による支出 (第 7条に規定する

使途基準に従って行った支出をいう｡)の総額を控除 して残余がある場合､当
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該残余の額に相 当する額の政務調査費の返還を命ずることができる｡

(収支報告善等の保存及び閲覧)

第i2条 議長は､第 8条の規定によ り提出された収支報筈 吾及び証拠 畜類の写

しを､提出すべき期間の末 日か ら5年を経過するtiまで保存 しなければな ら

な い ｡

2 何人も､議長に対 し､前項の規定により保存されている収支報告書及び証

拠 書類の写 しの閲覧を請求することができるC

3 議長は､前項の規定による請求があった場合において､証拠書類の写 しに

長野県情報公開条例 (平成12年長野県条例第37弓)第 7条第 2埠又は第 3号

に規定する情報その他議長が定める情報が記録されているときは､当該記録

されている部分 を除き､ 請求 者の閲覧に供するものとする｡

(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付に閑し必要な事項は､

議長が定める｡

附 則

(施行期 日)

1 この条例は､平成13年4月 1日か ら施行する｡

(政務調盃費の額の特例)

2 平成22年 4月 1日か ら平成23年 3月3日うまでの間に交付する政務調査費の

額は､第 3条第 1項の規定にかかわ らず､月額29万円に会派の所属議員の数を

菓じて得た額 とするO

附 則 (平成14年 7月1日｣長野県条例第397[3-)
この条例は､公布の Eiか ら施行するO

附 則 (平成15年3月24日長野県条例貸誉42埠)

(施行期 日等)

1 この条例は､平成15年 5月 1El (以下 ｢施行 日｣というG)か ら施行するC

2 この条例 による改 iE後の政務調査費の交付 に関する条例第 8条及び第 12条
の規定は､施行 u以後に交付する政務調査費に係る収支報告書について適用 し､

施行 日前に交付する政務調査費に係る収支報壬を酎 こついては､なお従前の例に

よる｡

附 則 (平成18年 3月30u長野県条例第24汚)

この条例は､平成18年4月1日から施行するO

附 則 (平成18年12月25日長野県条例第54巧)

この条例は､平成19年 1月 1日から施行する｡

附 則 (平成20年 3月24日長野県条例第22埠)

この条例は､平成20年4月1日から施行するD

附 則 (平成20年10月14日長野県条例第39号封

この条例は,公布のHから施行する｡

附 則 (平成21年 3月23日島野県条例第23号)

この条例は､平成21年4月 1日から施行するO

附 則 (平成22年 3月18日長野県条例第16号)

この条例は､平成22年4月 1日から施行するC
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政務調査費の交付に関する条例施行規程

(平成13年3月29日長野県議会告示第 l汚)

(趣旨)

第 1条 この規程は､政務調査費の交付に関する条例 (平成13年長野県条例第25号C以

下 ｢条例｣というo)の規定に基づき､政務調査費の交付に関し必要な事項を定める

ものとするC

(会派結成届等)

第 2条 条例第 4条第 1項の会派結成届は､様式第 1号によるものとする0

2 条例第 4条第 2項の会派異動届は､様式第 2号による号)のとするC

3 条例第 4条第 3項の会派解散届は､様式第 3埠によるものとするC

(政務調査費の使途基準)

第 3条 条例第 7条の使途基準は､別表のとおりとするO

(収支報-'if,.一斉)

第4条 条例第 8粂第 1項の収 支報告書は､様式第 4弓･によるものとするC

(証拠器類等の整理保管)

第 5条 会派の政務調査費経理責任者は､政務調査窒蟹による支出について､会計帳箔を

剥製 し､その内訳を明確にするとともに､証拠書類等を整理保管 し､これ らの書類を

当該政務調査費の収支報告書を探出すへき期間の末日か ら5年を経過する口まで保

存 しなければな らない｡

(収支報告.考等の閲望£)

第 6条 条例第】2粂第 2項の規定による収支袖告告 (同項の証拠苦短の写 しを含むC以

ド同じC)のl凝覧は､当該収支報告苔を提出すべき期間の末日か ら30E]を経過 したH

o)翌Hか らすることができるC

2 条例範12条第 3項に規定する議長が定める情報は､会派の活軸に関する情報で､公

にすることによ り会派の活動に著 しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

とする｡

3 収支報告.1㌢の税FEr王は､議長が指定 した場所でしなければならない｡

4 長野県の休 日を定める条例 (平成元年長野県条例第 5汚)第 1条第 1項に規定する

県の休 日においては､収支報告書を関望左することができないG

5 収支報告碁の閲覧時間は､tF前8時30分から午後 5時までとする0

6 収支報告-･苦を閲覧 しようとする者は､開先申込書 (様式第 5号)を提出 しなければ

ならないG

7 収支報告害を閲覧する者は､次に掲げる事項を遵守 しなければならないc

H) 所定L/T)場所で閲覧することC

((2) 収支報告.別ま､前号の場所以外の場所に持ち出さないことC

(3) 収支報告書は､T垂に取 り扱うこととし､破損､汚損､加筆等をしないことo

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないことG

R 議長は､収支報告書を閲覧する者が前項の規定に違反したときは､閲警左の停 止を命

じ､又は閲覧を禁止することができる｡
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9 前各項に定めるもの0)ほか､収支報告吾の閲覧に関 し必要な事項は､議長が定めるe

附 則

この規程は､平成13年 4月 1日から施行するC

附 則 (平成15年 3月27日長野県議会告示第2汚)

この規程は､平成15年 5FjlHか ら施行 し､同日以後に交付する政務調査費について

適用するC

別表) (第 3条 関係)

!'托 会派における各種会議に要する経

.成 費 会派が議会審議に必要な資料 を作

21



(様式第 j弓) (第 2条関係)

長野県議会議長 殿

会 派 結 成 届

会 派 名

代表者名

年 月 u

政務調査費の交付に関する条例籍4条第 1項の規定により､ 下記のとお り届け出ますC

記

i 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査要せ経理責任者の氏名

4 所属議員数

5 所拭議員氏名

[振込み口座〕

金融機関名

目座藤 袴

口座名義

銀行 店
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(様式第2巧) (第 2条関係)

長野県議会議長 殿

会 派 異 動 届

会 派 名

代表者名

年 月 日

政務調査費の交付 に関する条例第 4条第 2項の規定により､ fr記のとお り届け出ます｡

i】Ll

l 異動年月 11

2 兇動 内容

23

ujあった所総議員氏名



(様式第 3汚) (第 2条関係)

長野県議会議長 鞍

会 派 解 散 届

会 派 名

代表者名

年 月 日

政務調査費の交付 に関する条例第 4条第 3項の規定により､ F記のとお り届け出ます｡

:lLT

1 解散 した会派の名称

2 解散 した年月 日
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(様式第 4鞍) (第 4条関係)

長野県議会議長 殿

年度政務調凌 資収 支押黙蓄

会 派 名

代表者名

年 月 Tl

政務調査費の交付に関する条例第 8条第 l項 (第 2項)の規定により. 年度政務調 査費

収 支報子吉吾を提 出 します｡

(単位 門)

i 項 目 金 飯 政務調変費を充当して行 った調査研究活動に要した経費の総額

血 ⊆

W … M州 ｢

! き

広報要望 i等 5

≧事梼費≡

(注) 1 支川,欄の金額には､交付された政務鋼食費の充当内訳を記載することC

2 政務調査Oj概要に-｣いて記接したものを添付すること0
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(様式第 5汚) (第 6条関係)

閲 覧 申 込 数

閲 覧 年 月 u

住 所

(法 人等にあっては､事務所等

氏 名

(法人等にあっては､その名
称及t

の氏 名 並 び に閲 覧 者

閲覧する収支報-詰=書

年 月 H

(電話番汚

｣ ∃
】 ム 些薫
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政 務 調 査 費 出 納 簿

会派名

【 月分】

日 摘 要 収 入 支 出 残 額
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<記 載 例>

【 8 月分】

政 務 調 査 費 出 納 簿

会派名 0 0 0

日 摘 要 収 入 支 出 残 額

1 (7月から繰越) 252,398

3 市町村合併に関する調査 交通費 33,600 218,798

5 電話代 7月分 6,927 211,871

6 書籍代 3,500 208,371

7 コピー機リース代 2一,000 187,37ー

lO政務調査費 8月分 1ー740,000 1,927,371

ll郵便 2通 780 1,926,591

12事務用品 8,925 1,917,666

13男女共同参画に関する研修会 参加費 60,000 一,857,666

16政策検討会 会場借上料 25,000 1,832,666

17県外視察 (宮城県 .岩手県)旅費精算 471,063 1ー36l,603

18広報紙印刷代 325,500 1,036,103

(以下省略)
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政 務 調 査 費 集 計 表
【 月分】 会派名

日 使 途 項 目 I 計

調 査研究費 研修費 会議費 資 料作成費 資 料購入費 広報費 事務費 人件費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

ー2

13

14

15

16

17

18

19

20

2ー

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計
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政 務 調 査 費 集 計 表
E 〇 月分】 会派名 0 0 0

日 使 途 項 目 i 計

調 査研究費 研修費 会議費 資 料作成費 資 料購入費 広報費 事務費 人件費

1 6,910 1,350 81260

2 2,100 2,100

3 6,520 6.520

4 6,420 6,420

5 27910 2,910

6 8,698 14,100 22,790

7 23,020 480 ll,897 35†397

8 21,480 91600 2,000 33,080

9 4,490 4490

10 21370 2,370

ll 2,160 2,160

12 630 21,660 22,290

13 540 3,000 3,240 710 7,490

14 1,170 1.170

15 8,520 5,390 43,050 56†960

16 1T200 1,200

18 57980 720 6,700

ー9

20

21

22

23 300 1†042 1,342

24

25 900 900

26 9,130 3,000 2,100 37,800 52†030

27 8,970 27950 ー5,840給料 (i,与金) 27,760

28 2.710 8,957 ll,667

29 13,380 3,010 る′､ 16,390

30 4,000 13,200 8,146 43,500 i 687846

31 7,700 122,263 60,000 189†963

汁 119,750 25,460 807107 117256 55.600 39,800 205,702 601000 597,675
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調 査 研 究 活 動 記 録 票
会派名

◆会議や研修等の開催通知 ･スケジュールのほか､視察報告書等も整理し保管すること0
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調 査 研 究 活 動 記 録 票
会派名 :0 0 0

◆会議や研修等の開催通知･スケジュールのほか､視察報告書等も整理し保管すること0
32



調 査 如 究 活 動 記 録 票 会派名

使途項目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費i:該当にC.ー 資料購入費 広報費 事務費 人件費 JR､私鉄 高速バス タクシー .マイカー 篭 j 宿泊料 食卓料 金 変 言十

月 日 月 日 相 手 方

km_

使途項目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費E:L苦衷当に⊂)) 資料購入費 広報費 事務費 人件茸 マイカー 鷲 も 宿泊料 食卓料 会 茸 計

月 日 月 El 相 手 方 : ;T

場 所 目 的､内 容､結 果 等 .
参加議員氏 名 等

使途項目 調査研究莞 研修費 会議費 資料作成喪(該当に○) 資料購入費 広報費 事務費 人件更 JR.私鉄 マイカ- 慧 姦 ≡ 宿泊料 食卓料 金 莞 計

km

参加議員氏 名 等

使途項目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費(該当にこり 資料購入費 広報費 事務費 人件費 JRl弘鉄 高速パス タクシ- ,マイ- 蔑 宿泊料 食卓料 ご会 費 計

月 日 月 日 相 手 方 .

kmF場 所参加議員氏 名 等 日 的､内 容､結 果 等

使途項 目J 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費[:該当に〇､ 資料続入費 広報費 事務費 人件受 JR.私鉄 ;高速パス タクシ- マイ- 悪 態 . 宿泊料 食卓料 会 費 汁

月 日 月 日 相 手 方 昏30円 Xkm

場 所参加議員氏 名 等 目 的､内 容､結 果 等

㊥会譲や研修等の開催通知 ･スケジュールのほか､視察報告書等も整理 し保管すること｡ 〔宿r紳 t＼素泊まを1 上限14,80け円､議員会韓1.棚0円 ｢食嘩料〕:… OOR (夕食2川0円､和郎 00円)



いずれ州 竿 鮒 に ノ二つをするへ調 査 研 究 活 動 記 録 票 ____金 棒亀___;____QQ Q

月 日 〇 月 〇 日 相 手 方 C:(⊃(⊃0 長野-東京‥ ~が諾 警 … 15.940
×2

霊力欝 量〇〇〇〇 谷､{ しっ -15.940

讐 警 ~ 儲 悪 霊芸書 芸霊書 芸琵芸成費 JR.私鉄 高速パス タクー マイカ- .鷲 も - 料 . 食卓料 金 受 ミ 計

月 日 〇 月 〇 日 相 手 方 .○○区長､○○町議 他 力~L忘≒;諾 警 I.50〔ー場 所 -C.○町役場 会議室 目 的､;○○〔つ会誌に出席 し､ 5O km

霊習 量｡○○o 内 容､○Oについて愚見交換結 果 等 した○

使途項 目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費絹亥当に○) 資料購入費 広報費 事務費 人件費 JR,私鉄 高速 バ ス ≡タクシー マイカ- 慧 転 宿泊料 食卓料 会 覧 汁

目 的､ 臥 ､掛=Tする.書搬 1km本心欝′ZJu,)ろ÷ :策切捨て) kTn

参加議員氏 名 等 内 容､ EJn斗;に記苛i宅するや結 果 等 蓋買責三竿 - 霊翌夏ヂ

使途項 目 ~ 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費(該当に○) 資料購入費 広報費 事務費 人件費 JR.私鉄 高速バス ≦夕クシ- マイカー 慧 畠 宿泊料 食卓料 会 受 計

月 日 月 El 相 手 方
郎0円 × 弓

場 所参加議員氏 名 等 日 的､内 容､結 果 等 km≦ 卜 ※ 按分によ無 碍印 ､その算式竿 ることlBl

使途項 目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成賛'瀞 当に〈二〇) 資料購入茸 広報費 事務費 人件受 JR､私鉄 高速バス こ夕クシ- マイカ- =鷲 慧 宿泊料 … 食卓料 会 費 . 計

月 日 月 日 相 手 や I.- .- ,-

場 所参加議員氏名等 材※ この様式は､個々の議員が実施した調査活動､意見交換会へ目的､ § 出席等の記録に適した様式ですo歪 岩 垂 - .-㍗ - p - -℡- 7 - 拝.翠 .- B7 ,- 施? 〟- け-の室.I

㊥会議や研修等の開催通知 ･スケジュ-ルのほか､視察報告書等 も亀成 し保管すること. ｢宿泊料〕素泊まり と限ILl,ouしげ],議員会館IrOOf)FlI 〔食卓料＼3000円 (夕食2相叩〕.朝食洲0円】



《領収書添付枠》 順 臥 令馴又窓を徹しー重ならないように貼付することC)

◆会議や研修等の開催通知･スケジュールのほか､視察報告書等も整理し保管すること｡
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〔別紙〕 月 日分

《領収書添付枠》 順 則､領収書を徹し､重ならないように貼付すること｡)

◆会議や研修等の開催通知･スケジュールのほか､視察i 書等も整理し保管することO



政 務 調 査 費 支 出 証 明 書

使途項目 支出年月日 政務調査費充当額∃ 支 出 先 巨 内容及び- 書等を徹し難かつた事情 備 考

≡∃
』

-

≡ 【

上 記 のとおり相 違 ないことを証 明 しますO

会派名

代表者(経理責任者)

※ 按分により政務調査費を充当した場合には､r備考｣欄に､支払総額及び按分割合を記載すること｡

読



政 務 調 査 費 支 出 証 明 書

使途項目 支出年月日 政務調査費充当短 支 出 先 ∈ 内容及び- 書等を徹し難かつた事情 備 考

研修費 ltL 8.日 5,000円 ∩〔〔(p｢ 謝金 (視察先において､緊急に○○についての説
明を依頼したため¢)

- ∈

萱≡

上記 のとおり相 違ないことを証 明 します｡

会派名

代表者(経理責任者)

※ 按分により政務調査費を充当した場合には､｢備考｣柵に.支払総額及び按分割合を記載すること｡



政務調査業務 勤務実績表 暮領収書

日 曜日 勤 務時間数 うち政務 調査業 務 時 間 数I 政 務 調 査 業 務 内 容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ll

ー2

13

14

15

ー6

ー7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計 A) (ら)

上記のとおり勤務したことを証明します○ 氏 名 ㊥

金 円 (C) 左記金額領収致しました
年 月 日

氏 名 (⑳
【政務調査費充当計算】

① (a)[ 時間 分】 × 単価 [ 円1 - 円
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月を記那 る 政務調査業務 勤務実績表 .領収書

】 勤務時〇 月分

日 l l
曜日 /.し盛:務時間数 嘉 忘智 者 蓋 政務βもほ_業務に関する内省を簡瀧に示じ繊守る=､星 政 務 調 査 業 務 内 容

ー 日†
2 月 8 4 要望事項に関する調査等

3 火 5

4 水 8 5 政策要望懇談会の開催準備

5 木 8 8 政策要望懇談会の開催準備

6 金 6 6 政策要望懇談会の開催準備

7 土

8 日

9 月 8 4 現地視察資料収集

10 火 8 4 現地視察資料収集

ll 水 8 8 現地視察同行 .取りまとめ

12 木

13 金 6 3 現地視察取りまとめ

14 土

15 日

16 月

ー7 火 6

18 水 6

19 木 6

20 金 8 4 ○○問題に関する資料収集

2ー 土

22 日

23 月 8 4 ○○問題に関する資料収集

24 火 5 2 ○○問題に関する資料収集

25 水 8 5 ○○問題に関する資料作成

26 木 8 4 地域住民等への広報誌配布準備

27 金 8 4 地域住民等への広報誌配布準備

28 土

29 日

30 月 6 3 地域住民等への広報誌配布

31 火 6 2 地域住民等への広報誌配布

汁 A)140 a) 70
会派所純E,護良が_̀I},7名 して押印するご

上記のとおり勤務したことを証明しますo 氏 名 〇 〇 〇 〇 ⑲

金 120,000円 (C) 左記金額領収致しました-撤収した年耶]を記搬するご
〇 年 〇 月 〇 日

被)1i㌢開者がこて肖.名 L草昨rlするて

氏 名 〇 〇 〇 〇 (⑲

【政務調査費充当計算】ljI㌻ 又は (:2:J の印式をR-3いて､政務,朔奄作充当分を節出する,/

① (B)[ 時間 分〕 × 単価 【 円] - 円

':27.の1:ば を用し】たnj7台 7() i.40

4〔)



雇 用 契 約 書

下記条件 にて契約を致 します｡

※契約書は 2通作成 し､双方が各 1通を保管するO

年 月 日

雇 用 者 会 派 名

代表著名

被雇用者 氏 名
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雇 用 契 約 書

話番号000-000-0000

下記条件にて契約を致 します｡

緊急時の

連 絡 先
〇〇〇一〇〇〇一〇〇〇〇

雇用期間 ≧ 〇〇 〇年〇月〇日から 〇〇 〇年〇月〇 日

就業場所 〇〇〇 昌蒐全株 会派控室名＼所属喜姦員 事務所名等を記載するO

職務内容∈ ≡(例 )政務調査 に係る調査補助及び関係書類の作成

就業時間i 午前〇時〇分 から 午後〇時〇分まで

休 日 土 .日 .祝 日 .年末年齢 夏期休暇 巨

給与 (賃金) 月給 〇〇〇 ,〇〇〇円 (時給 円) 巨

∃ 給与支払 ≧ 〇〇 日締切 〇〇 日支払

上記契約期間満了をもって本契約を解消するO
｣

※契約書は 2通作成 し､双方が各 1通を保管する｡

00 0 年 〇 月 〇 日

㊥

0000000

名

名

派

納

会

代

著用雇

被雇用者 氏 名 0 0 0 0 ㊥
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【平成 21年 3月 ･部改正について】

平成2()年6月 ド崎保議長から議会運営委員会に対し,｢政務調査費の透明性の

確保について｣諮問

･ 平成21年 311 答申 ･政務調査費マニュアル改lE

(平成 21年 4月以後に交付される政務調査費から逮捕)




